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令和８年第３回海老名市選挙管理委員会会議録 

 

１ 開 催 日 時 令和８年１月26日（月）午前９時30分から 

２ 場   所 海老名市役所 ６階 第３委員会室 

３ 出 席 委 員 委員長  永 江 次 夫 

        委 員  中 島 賢太郎  佐 藤 政 夫  

４ 欠 席 委 員 委 員  杉 山 秀 雄 

５ 事 務 局 篠原局長、煤賀係長、佐藤書記 

６ 会議の案件 

(１) 議案第18号 選挙人名簿に登録する者を定めること 

(２) 議案第19号 投票管理者及び同職務代理者を選任すること 

(３) 議案第20号 投票立会人を選任すること 

７ 会議の記録 

 【議事日程について】 

 委 員 長 出席委員が３人であり、地方自治法第189条第１項の規定により会議が

有効に成立している旨を告げる。 

      （午前９時14分 開会） 

 委 員 長 本日の日程について、事務局に説明を求める。 

 事 務 局 本日の日程について説明する。 

      （事務局、日程を説明） 

 委 員 長 日程について異議があるかを諮ったところ、異議がないので日程のとお

り会議を進める旨を告げる。 

 

 委 員 長 議案第18号を付議する。事務局に議案について説明を求める。 

【議案第18号 選挙人名簿に登録する者を定めること】 

事 務 局 公職選挙法第22条第３項の規定により選挙人名簿に登録する者の数であ

るが、男 58,194人、女 58,433人、合計 116,627人である。 
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     選挙人名簿に登録する者の住所、氏名等であるが、公職選挙法第19条第

３項の規定により、磁気ディスクにより調製したいものである。 

委 員 長 議案について質疑を求める。 

（質疑なし） 

委 員 長 質疑もなく、採決の結果、全員異議もなく原案のとおり決定した旨を告

げる。 

 

委 員 長 次に、議案第19号を付議する。事務局に議案について説明を求める。 

 【議案第19号 投票管理者及び同職務代理者を選任すること】 

事 務 局 令和８年２月８日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審

査における投票管理者及び投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠

けた場合において、その職務を代理すべき者を、公職選挙法第37条第２項

の規定により、別紙のとおり選任したいものである。 

     なお、投票管理者及び同職務代理者は、すべて市職員である。 

委 員 長 議案について質疑を求める。 

（質疑なし） 

委 員 長 質疑もなく、採決の結果、全員異議もなく原案のとおり決定した旨を告

げる。 

 

委 員 長 次に、議案第20号を付議する。事務局に議案について説明を求める。 

 【議案第20号 投票立会人を選任すること】 

事 務 局 令和８年２月８日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審

査における投票立会人について、公職選挙法第38条第１項の規定により、

別紙のとおり選任したいものである。 

     なお、投票立会人については、明るい選挙推進協議会の委員、応募制投

票立会人等にお願いしている。 

 委 員 長 議案について質疑を求める。 
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（質疑なし） 

 委 員 長 質疑もなく、採決の結果、全員異議もなく原案のとおり決定した旨を告

げる。 

議案審議を終了とする。事務局から選挙時登録における報告を願う。 

 

【選挙時登録における報告】 

事 務 局 それでは報告する。 

報告１ 地方自治法第74条第１項等に規定する選挙権を有する者の総数

の50分の１の数 

これは、条例の制定又は改廃の請求等をする際に必要な人数を定めたも

のであり、選挙権を有する者の総数の50分の１の数は、2,333人となる。 

報告２ 地方自治法第76条第１項等に規定する選挙権を有する者の総数

の３分の１の数 

これは、議会の解散請求等をする際に必要な人数を定めたものであり、

選挙権を有する者の総数の３分の１の数は、38,876人となる。 

報告３ 市町村の合併の特例に関する法律第４条第11項等に規定する選

挙権を有する者の総数の６分の１の数 

 これは、市町村の合併協議会設置協議について選挙人の投票に付するよ

う請求等する際に必要な人数を定めるものであり、選挙権を有する者の総

数の６分の１の数は、19,438人となる。 

 

【協議事項】 

・投開票日における投票所等の巡視について 

→ 投票所等の巡視について、次のとおり実施することとした。 

・投票所巡視 午後１時50分に市役所に集合 

 

 



 

4 

 

【報告事項】 

・入場整理券の発送状況について 

→ 郵便局との調整結果等について報告した。 

１月28日（水）持込 

１月30日（金）配付開始 

２月４日（水）完了予定  

 

・選挙公報の配付時期について 

→ ２月２日（月）に納品され、順次配付開始となり、６日（金）までに配付完了

であることを報告した。 

 

・広報えびな選挙特集号の配布時期について 

→ ２月１日号の広報えびなと合わせて配布予定 

  


